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匝瑳市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

　 

匝瑳市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年匝瑳市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第３項第１号中「保育士」を「保育士（千葉県の区域に係る法第１８

条の２９に規定する地域限定保育士を含む。）」に改める。 

第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条第３項第１号の改正規

定は、千葉県が児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の２６第１項

の内閣総理大臣の認定を受けた日から施行する。
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